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石綿による健康被害の救済に関する法律の施行（救済給付の支給関係の施行） 

について（環保企発第 060313003 号平成 18 年３月 13 日環境保健部長通知） 

（医学的判定に係る部分を抜粋） 

 

第３ 指定疾病 

１ 指定疾病は、中皮腫及び気管支又は肺の悪性新生物であること（法第２

条第１項）。中皮腫とは主として胸膜、腹膜、心膜又は精巣鞘膜に発生す

るものであること。法第２条第１項にいう「その他石綿を吸入することに

より発生する疾病であって政令で定めるもの」に該当する疾病は現時点で

はないが、今後、医学的知見やデータの集積を図り、必要に応じ指定疾病

の追加を図ることがあり得ること。 

 

２ 指定疾病に付随する疾病等（以下「続発症」という。）であって、日常

生活に相当の制限が加わり、常に医師の管理による治療が必要であるよう

なものについては、当該指定疾病と一体のものとして取り扱うものである

こと。個々の事例において、ある疾病等が続発症であるか否かについては、

医学の経験則により相当程度の関連性があるか否かによって判断されるべ

きであるが、具体的には、中皮腫又は肺がんの続発症としては、次のよう

な疾病等が考えられること。 

① 指定疾病の経過中又はその進展により当該指定疾病との関連で発症す

るもの 

・中皮腫又は肺がんの遠隔転移、肺がんの癌性胸膜炎、癌性リンパ管症 な

ど 

② 指定疾病を母地として細菌感染等の外因が加わって発症するもの 

・肺炎、胸膜炎 など 

③ 指定疾病の治療に伴う副作用や後遺症 

・薬剤性肺障害、放射線肺炎、術後の肺機能障害 など 

 

第４ 救済給付 

 ２ 医療費の支給及び認定等 

（４）認定に係る医学的判定 

 認定及び申請中死亡者に係る決定に際して行う石綿を吸入することによ

り指定疾患にかかった旨の医学的判定については、以下の考え方により行

うものであること。なお、石綿を吸入することにより指定疾病にかかった

ことを判定するための考え方については、平成 18 年３月２日付け中央環境

審議会答申「石綿による健康被害の救済における指定疾病に係る医学的判

定に関する考え方について（答申）」及び平成 18 年２月の石綿による健康

被害に係る医学的判断に関する検討会報告書「石綿による健康被害に係る
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医学的判断に関する考え方」を参照されたいこと。 

① 中皮腫については、そのほとんどが石綿に起因するものと考えられる

ことから、中皮腫の診断の確からしさが担保されれば、石綿を吸入する

ことによりかかったものと判定するものであること。 

なお、中皮腫は診断が困難な疾病であるため、臨床所見、臨床検査結果

だけでなく、病理組織学的検査に基づく確定診断がなされることが重要

であり、また、確定診断に当たっては、肺がん、その他のがん、胸膜炎

などとの鑑別も必要であること。このため、中皮腫であることの判定に

当たっては、病理組織学的検査記録等が求められ、確定診断が適正にな

されていることの確認が重要であること。 

しかしながら、実際の臨床現場においては、例えば、病理組織学的検査

が行われていなくても、細胞診でパパニコロウ染色とともに免疫染色な

どの特殊染色を実施した場合には、その他の胸水の検査データや画像所

見等を総合して診断を下すことができる例もあるとされているなど、病

理組織学的検査が行われていない事案も少なくないと考えられることか

ら、判定に当たっては、原則として病理組織学的検査による確定診断を

求めるものの、病理組織学的検査が行われていない例においては、臨床

所見、臨床経過、臨床検査結果、他疾病との鑑別の根拠等を求め、専門

家による検討を加えて判定するものであること。 

② 肺がんについては、原発性肺がんであって、肺がんの発症リスクを２

倍以上に高める量の石綿ばく露があったとみなされる場合に、石綿を吸

入することによりかかったものと判定するものであること。 

  肺がんの発症リスクを２倍に高める量の石綿ばく露があったとみなさ

れる場合とは、国際的にも、25 本/ml×年程度のばく露があった場合であ

ると認められており、また、これに該当する医学的所見としては、次の

ア又はイに該当する場合が考えられること。 

ア 胸部エックス線検査又は胸部ＣＴ検査により、胸膜プラーク(肥厚

斑）が認められ、かつ、胸部エックス線検査でじん肺法（昭和 35 年

法律第 30 号）第４条第１項に定める第１型以上と同様の肺線維化所

見（いわゆる不整形陰影）があって胸部ＣＴ検査においても肺線維化

所見が認められること。 

イ 肺内石綿小体又は石綿繊維の量が一定量以上（乾燥肺重量１ｇ当た

り 5,000 本以上の石綿小体若しくは 200 万本以上（5μm 超。2μm 超

の場合は 500 万本以上）の石綿繊維又は気管支肺胞洗浄液１ml 当たり

５本以上の石綿小体）認められること。 

なお、アでいう「じん肺法（昭和 35 年法律第 30 号）第４条第１項に

定める第１型以上と同様の肺繊維化所見」とは、あくまでも画像上の所

見であり、じん肺法において「石綿肺」と診断することとは異なるもの

であること。 
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７ 特別遺族弔慰金及び特別葬祭料 

（９）特別遺族弔慰金等の支給を受ける権利の認定に際して行う施行前死亡

者が石綿を吸入することにより指定疾病にかかった旨の医学的判定につ

いては、以下の考え方により行うものであること。 

  ① 中皮腫については、中皮腫であったことが客観的に確認できる場合

に、石綿を吸入することによりかかったものと判定するものであるこ

と。具体的には、施行前死亡者の死亡に関して市区町村長に提出した死

亡診断書若しくは死体検案書又は請求に係る疾病に起因して死亡した

ことを証明することができる診療録の写しに、死亡の原因として「中皮

腫」の記載がある場合（「良性中皮腫」など、良性疾患である旨明記さ

れた場合を除く。）には、石綿を吸入することにより中皮腫にかかり、

これに起因して死亡したものと判断できるものであり、この場合には、

機構は医学的判定を申し出ることなく権利の認定を行うことができる

ものであること。 

  ② 肺がんについては、肺がん（原発性肺がんであることが否定されない

ものに限る。以下この項において同じ。）であったことが客観的に確認

できるとともに、肺がんの発症リスクを２倍以上に高める量の石綿ばく

露があったとみなされる場合に、石綿を吸入することによりかかったも

のと判定するものであること。具体的には、施行前死亡者に関して市町

村長に提出した死亡診断書若しくは死体検案書又は請求に係る疾病に

起因して死亡したことを証明することができる診療録の写しに、死亡の

原因として「肺がん」の記載があり、２の（４）の②のア又はイに該当

する医学的所見が確認できる場合に、石綿を吸入することにより肺がん

にかかり、これに起因して死亡したものと判断できるものであること。 
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